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(57)【要約】
【課題】検体と透孔とが密着せず、特に、大きな検体を
収容した場合でも検体と透孔とが密着しないので薬液の
流入や排出が妨げられず、薬液処理が短時間で且つ均一
に行われ、検査精度の高い医療検査用カセットを提供す
る。
【解決手段】上向きに開口した方形の容器で底部に多数
の透孔４を有するカセット本体２と、多数の透孔４を有
する蓋体３からなり、透孔４の近傍に突起５がカセット
の内側に向かって突設されていることを特徴とする医療
検査用カセット１である。
【選択図】図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　上向きに開口した方形の容器で底部に多数の透孔を有するカセット本体と、多数の透孔
を有する蓋体からなる医療検査用カセットであって、
　カセット本体及び／又は蓋体の透孔の近傍に突起がカセットの内側に向かって突設され
ていることを特徴とする医療検査用カセット。
【請求項２】
　突起が点状突起であることを特徴とする請求項１に記載の医療検査用カセット。
【請求項３】
　点状突起の底面積の最長部が透孔の最長部よりも小さいことを特徴とする請求項１又は
２に記載の医療検査用カセット。
【請求項４】
　点状突起が鋭角部を有しない形状からなることを特徴とする請求項１～３のいずれか１
項に記載の医療検査用カセット。
【請求項５】
　点状突起が半球状、半楕円球状、円柱状、楕円柱状、円錘状、楕円錘状から選ばれる少
なくとも１つであることを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の医療検査用カ
セット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、医療検査用顕微鏡標本の作製に使用する医療検査用カセットに係り、更に詳
しくは、医療検査用カセットと検体が密着するのを防ぎ、薬液処理を好適に行うことがで
きる医療検査用カセットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来のこの種の医療検査用カセット（以下、単にカセットと称することがある）は、図
１１および図１２に示すように、耐薬品性合成樹脂からなるカセット本体Ｃ１と蓋体Ｃ２
とを具備してなる。カセット本体Ｃ１は、上面を開放した方形の容器で、底面部に多数の
透孔Ｃ３を有し、短辺側の一側壁の外側に底面部に向かって末広がり状に傾斜した板状の
記録部Ｒを設けている。蓋体Ｃ２は、カセット本体Ｃ１に着脱可能な板状体で、板面に多
数の透孔Ｃ３を有している（例えば特許文献１参照）。
【０００３】
　上記カセットＣを使用して顕微鏡標本を作製するには、まず、図１２に示すように、採
取した検体Ｓをカセット本体Ｃ１内に収容して蓋体Ｃ２を取り付ける。
【０００４】
　続いて、透孔Ｃ３を通じて、検体Ｓを水洗し、アルコールにより検体Ｓの水分を除去し
、キシレンにより検体Ｓの脂肪分を除去するとともに後述する液状パラフィンとの親和性
を付与する。
【０００５】
　次に、図１３に示すようなステンレス製の包埋トレイ（以下、単にトレイと称すること
がある）Ｔ内に液状パラフィンＰを入れ、検体Ｓをカセット本体Ｃ１から取り出して前記
トレイＴの中に移し替え、トレイＴの中で検体Ｓに液状パラフィンを浸透させる。続いて
、トレイＴの段部にカセット本体Ｃ１を載せ、カセット本体Ｃ１の底面部が液状パラフィ
ンＰに浸るまで、液状パラフィンＰを検体Ｓ上に注ぎ足す（図１４参照）。
【０００６】
　液状パラフィンＰが固化した後トレイＴを取り去ることにより、検体Ｓを包埋したパラ
フィンＰがカセット本体Ｃ１の底面部に付着してなるパラフィンブロックＢを得る（図１
５参照）。
【０００７】
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　次に、図示しないが、ミクロトーム上にパラフィンブロックを裏返して載せて、ミクロ
トームに設置されたアダプターをパラフィンブロックに係合することにより、パラフィン
ブロックをミクロトームに固定する。続いて、パラフィンＰの検体Ｓを包埋した部分をス
ライスし、得られた薄片に染色、その他の所定の処理を施すことにより顕微鏡標本を得る
のである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００４－３３３１３５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　上記の方法でパラフィンブロックを作成する際、採取した検体Ｓがカセット本体Ｃ１の
底面部に密着するため底面部の透孔Ｃ３を塞ぎ、また検体Ｓが大きい場合には検体Ｓがカ
セットの内面と密着するため、カセット本体Ｃ１の透孔Ｃ、又はカセット本体Ｃ１と蓋体
Ｃ２の透孔Ｃ３を塞ぎ、薬液の流入・流出が阻害され、その結果、薬液処理に時間が掛か
かり効率が低下したり、薬液処理が不均一になることがある。
【００１０】
　そこで、本発明は上記従来のカセットの問題点を解消し、検体Ｓがカセット本体Ｃ１の
底面部に密着し底面部の透孔Ｃ３を塞ぐことがなく、また、大きな検体を収容した場合で
も、カセット本体Ｃ１と蓋体Ｃ２の透孔Ｃ３を塞ぐことがないカセットについて鋭意研究
の結果、透孔の近傍に突起を設ければ検体とカセットが密着しないので透孔が塞がること
がなく、薬液処理が効率的且つ均一に行われるとの着想を得て、本発明を完成した。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
上記目的を達成するための本発明の特徴は、上向きに開口した方形の容器で底部に多数の
透孔を有するカセット本体と、多数の透孔を有する蓋体からなり、カセット本体及び／又
は蓋体の透孔の近傍に突起がカセットの内側に向かって突設されている医療検査用カセッ
トを内容とする。
　本発明の更に別の特徴は、突起が点状突起である上記の医療検査用カセットを内容とす
る。
　本発明の別の特徴は、点状突起の底面積の最長部が透孔の最長部よりも小さい上記の医
療検査用カセットを内容とする。
　本発明の更に別の特徴は、点状突起が鋭角部を有しない形状からなる上記の医療検査用
カセットを内容とする。
　本発明の更に別の特徴は、点状突起が半球状、半楕円球状、円柱状、楕円柱状、円錘状
、楕円錘状から選ばれる少なくとも１つである上記の医療検査用カセットを内容とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の医療検査用カセットは、透孔の近傍に突起が設けられているため、検体が該突
起に支えられてカセット本体の底面及び／又は蓋体の裏面との間に隙間が形成されるので
、底面部及び／又は蓋体の透孔を塞ぐことがなく、また、検体が大きく、即ち、底面部と
蓋体とに接するような場合でも、底面部及び／又は蓋体に設けた突起により、検体とカセ
ット本体の底面部との間、及び／又は、検体と蓋体の裏面との間に隙間が形成されるので
、薬液の流入・排出が妨げられることがなく、薬液処理が効率的且つ均一に行われる。
【００１３】
　また、突起を点状突起とすれば、突起と検体の接触面積を小さくでき、その結果、薬液
と検体との接触面積を大きくすることができるので薬液処理が効果的に行われる。
【００１４】
　また、突起を点状突起の底面積の最長部を透孔の最長部よりも小さくすれば、突起自体
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が薬液の流路を塞がないので、薬液処理がさらにスムーズになる。
【００１５】
　点状突起としては、鋭角部を有しない形状である半球状、半楕円球状、円柱状、楕円柱
状、円錐状、楕円錐状から選ばれることにより、これらの突起は鋭角部を有しないので、
薬液をスムーズに流入又は排出させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】図１は本発明の医療検査用カセットで使用できるカセット本体の例を示す平面図
である。
【図２】図２は図１のＡ－Ａ断面図である。
【図３】図３は図１のＢ－Ｂ断面図である。
【図４】図４は図１のカセット本体に通常の蓋体を組み合わせて本発明の医療検査用カセ
ットとした例を示す断面図である。
【図５】図５は本発明の医療検査用カセットの蓋体の例を示す底面図である。
【図６】図６は図５のＣ－Ｃ断面図である。
【図７】図７は図６の蓋体に通常のカセット本体を組み合わせて本発明の医療検査用カセ
ットとした例を示す断面図である。
【図８】図８は図１のカセット本体と図５の蓋体を組み合わせて本発明の医療検査用カセ
ットとした例を示す断面図である。
【図９】図９は本発明の医療検査用カセットの別例を示す斜視図である。
【図１０】図１０は図９の概略断面図である。
【図１１】図１１は従来のカセットを示す斜視図である。
【図１２】図１２は従来のカセットに検体を収容した状態を示す断面図である。
【図１３】図１３は包埋トレイの斜視図である。
【図１４】図１４はパラフィンブロックの作成方法を示す断面図である。
【図１５】図１５は得られたパラフィンブロックを示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明は、上向きに開口した方形の容器で底部に多数の透孔４を有するカセット本体２
と、多数の透孔４を有する蓋体３からなる医療検査用カセット１であって、カセット本体
２及び／又は蓋体３の透孔４の近傍に突起５がカセット１の内側に向かって突設されてい
ることを特徴とする。
【００１８】
　本発明の医療検査用カセット１は、カセット本体２と蓋体３からなる。
　本発明において、カセット本体２は上向きに開口する方形の容器であり、図１や図３に
示したように、底部に多数の透孔４を有する。この透孔４はカセット本体２内に収容した
検体Ｓを薬液処理するために必要な薬液をカセット本体２内に導入し、さらに検体Ｓを処
理した薬液をカセット本体２外に排出するためのものである。カセット本体２の透孔４は
、必要に応じ、底部のみならずカセット本体２の側部にも設けることができる。
　図１に示した実施例において、透孔４の形状は方形であるが、薬液が流入又は排出でき
薬液処理ができる限りその形状については特に限定されず、例えば円形、楕円形、三角形
等の多角形であってもよい。
【００１９】
　本発明における蓋体３は、前記のカセット本体２における上向きの開口に被着するため
のものであり、カセット本体２の底部と同様、検体Ｓを薬液処理するための多数の透孔４
を有する（図５参照）。
　図５に示した例において、蓋体３は矩形状であり、裏面（内側）にカセット本体２の開
口部に内嵌め式に被着されるリブが設けられた構造が採用されているが、本発明において
蓋体３の形状やカセット本体２への取り付け構造は特に限定されず、この種の医療検査用
カセット１において用いられ得る形状や構造が、本発明においても全て好適に適用するこ
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とができる。
【００２０】
　本発明は、本発明のカセット本体２及び／又は蓋体３の透孔４の近傍に突起５が設けら
れていることを特徴とする。なお、全ての透孔４の近傍に突起５が設けられている必要は
なく、一部の透孔４の近傍に突起が設けられていれば足りる。但し、少なくともカセット
本体２の底部及び／又は蓋体３の裏面の一部の透孔４（例えば透孔４全体の１０％以上）
の近傍に設けられているのが好ましく、カセット本体２の底部又は蓋体３に設けられた殆
どの透孔４（例えば透孔全体９０％以上）の近傍に設けられていればさらに好ましく、カ
セット本体２及び蓋体３に設けられた殆ど全ての透孔４の近傍に設けられていれば、検体
Ｓを支え透孔４との間に隙間を形成できる点で最も好ましい。
【００２１】
　突起５はカセット１の内側に向かって突設される。即ち、カセット本体２の場合は、そ
の底部上面に上向きに突設され、蓋体３の場合は、その裏面に下向きに突設される。尚、
上向き又は下向きとは、必ずしも真上の方向又は真下の方向に限られず、検体Ｓを支え透
孔４との間に隙間が形成できればよいので斜め方向であってもよい。
　図１乃至図４に示されるカセット本体１の例においては、突起５はカセット本体２の底
部の上面から上向きに突設されている。さらに説明すれば、突起５は透孔４の近傍であっ
て、縦桟と横桟が交差する部分に突設されている。このようにすれば、検体Ｓが突起５に
支えられ、検体Ｓと底部の０孔４との間に隙間が形成され、検体Ｓがカセット本体２に設
けられた透孔４と密着しないため、薬液の流入・排出がスムーズであり、薬液処理が好適
に行われる。
【００２２】
　図５乃至図７は、蓋体３に突起５を設けた例であるが、突起５は蓋体３の裏面から下向
きに突設されている。このようにすれば、検体Ｓが蓋体３の裏面に接する程度に大きな場
合であっても、図７に示すように、突起５により検体Ｓと蓋体３の透孔４との間に隙間が
形成されるため蓋体３に設けられた透孔４と検体Ｓとが密着することがなく、薬液の流入
・排出がスムーズであり、薬液処理が好適に行われる。
【００２３】
　突起５は、図８に示すように、カセット本体２と蓋体３の両方に設けるのが好ましい。
この場合は、図８に示すように、検体Ｓが蓋体３の裏面に接するような大きな場合であっ
ても、検体Ｓと蓋体３との間、及び検体Ｓとカセット本体２との間に隙間が形成され、薬
液はカセット１の表側（上側）から裏側（下側）へ、又は裏側（下側）から表側（上側）
に流入又は排出しやすくなり、薬液処理の効率は著しく向上する。
【００２４】
　本発明において、カセットはカセット本体２と蓋体３からなり、透孔４が設けられてい
る限り、特に限定されない。例えば図９、図１０には、傾斜状の記録部がないタイプのカ
セット１のカセット本体２及び蓋体３に内向きの突起５を設けた例が示されている。
【００２５】
　突起５の形状については特に限定されないが、薬液の透孔４への流入や透孔４からの排
出を妨げないようにするため、突起５としては、点状突起が好ましい。点状突起の形状に
ついては特に制限されないが、鋭角部を有しない形状からなるのが好ましい。例えば、半
球状、半楕円球状、円柱状、楕円柱状、円錘状、楕円錘状等が好適である。このような突
起５は鋭角部を有しない形状からなるので、薬液との接触抵抗が小さく、薬液をスムーズ
に流入・排出させることができる。また、突起５の大きさは特に限定されないが、薬液の
流入・排出及び検体Ｓの支持の観点から、突起５の底面積の最長部は透孔４の最長部（例
えば、透孔４が円形の場合は直径、透孔４が方形の場合は対角線）よりも小さいのが好ま
しく、また透孔４の十分の一よりも大きくするのが好ましい。突起５の高さについては、
透孔４の最長部よりも小さく、且つ透孔４の最長部の十分の一よりも大きくするのが好ま
しい。
【００２６】
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　突起５を設ける位置については、透孔４の近傍であり、透孔４が縦横に規則正しく配列
されている場合は、縦桟と横桟が交差する位置に突起５を設ければ、検体Ｓと透孔４の密
着を好適に防ぐだけでなく、突起５が薬液の流入や排出を妨げないため好ましい。
【００２７】
　本発明のカセット本体２及び蓋体３には、通常のカセット本体２や蓋体３に設けられて
いる構造、例えば記録部や蓋体３との係合構造などを、本発明の効果を損なわない限り自
由に設計することができる。
【００２８】
　本発明において、カセット本体２及び蓋体３の材質は耐薬品性を有する硬質部材である
限り特に限定されないが、成形性及び軽量性の観点から樹脂製とするのが好ましい。
　本発明で使用できる樹脂の例としては、ポリアセタール樹脂、ＡＢＳ樹脂（アクリロニ
トリル－ブタジエン- スチレン共重合樹脂）、ＡＡＳ樹脂（アクリロニトリル／アクリル
ゴム／スチレン樹脂）、ＡＥＳ樹脂（アクリロニトリル／エチレンプロピレンゴム／スチ
レン樹脂）、ＡＳ樹脂（アクリロニトリル／スチレン樹脂）、ＰＳ樹脂（ポリスチレン樹
脂）、ＰＭＭＡ樹脂（ポリメチルメタクリレート樹脂）、ＰＶＣ樹脂（ポリ塩化ビニル樹
脂）、ＰＶＤＣ樹脂（ポリ塩化ビニリデン樹脂）、ＭＳ樹脂（メチルメタクリレート／ス
チレン樹脂）、ＰＰ樹脂（ポリプロピレン樹脂）、ＰＥ樹脂（ポリエチレン樹脂）、ＰＥ
Ｔ樹脂（ポリエチレンテレフタレート樹脂）、ＰＢＴ樹脂（ポリブチレンテレフタレート
樹脂）およびＰＣ樹脂（ポリカーボネート樹脂）等が挙げられる。また、天然樹脂も使用
できる。
　更に、環境に優しいポリ乳酸樹脂、ポリブチレンサクシネート、ポリアミド１１、ポリ
ヒドロキシ酪酸等の生分解性プラスチックやバイオマスプラスチックも使用することがで
きる。
【産業上の利用可能性】
【００２９】
　叙上のとおり、本発明の医療検査用カセットによれば、検体Ｓが突起により支えられ、
検体Ｓとカセット本体及び／又は蓋体の透孔との間に隙間が形成されるので検体と透孔と
が密着せず、特に、大きな検体を収容した場合でも検体と透孔とが密着しないので薬液の
流入や排出が妨げられず、薬液処理が短時間で且つ均一に行われ、検査精度の高い医療検
査用カセットを提供することができる。
【符号の説明】
【００３０】
　１　医療検査用カセット
　２　カセット本体
　３　蓋体
　４　透孔
　５　突起
　Ｓ　検体
　Ｃ　従来の医療検査用カセット
　Ｃ１　カセット本体
　Ｃ２　蓋体
　Ｃ３　透孔
　Ｒ　記録部
　Ｔ　包埋トレイ
　Ｐ　パラフィン
　Ｂ　パラフィンブロック
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